
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 熱中症による労働災害発生状況(９月末速報値) 
 

群馬労働局（局長 上野康博）は、管内の令和７年の熱中症による労働災害発生状況に

ついて、以下のとおり取りまとめた。 
  

 

【職場における熱中症による死傷者数（９月末速報値）】※カッコ内は前年同期比 

休業４日以上の死傷者数： 35人 （＋23） 

        死亡者数： ０人 （±０）  

 

【特  徴】 

・業 種 別 ／運輸交通業（９人），建設業（７人），商業（５人），製造業（５人）， 

清掃と畜業（３人），警備業（２人），貨物取扱業（１人），その他の業 

種（３人）など広範な業種で発生 

・月 別 ／５月（２人），６月（３人），７月（14人），８月（14 人），９月（２人） 

・曜 日 別 ／水曜日（11人），月・火曜日（各８人），木・土曜日（各３人）， 

金曜日（２人） 

・時間帯別 ／35事案中 18事案が午前 12時台～午後３時台の時間帯に発生 

・場 所 別 ／屋外（24 人），屋内（11人） 

・休業日数 ／平均 10.8 日（最短４日，最長 30日） 
 

【事  例】 

①午前９時ごろから、建築現場の屋外で外構工事や材料荷下ろし作業を行っていたとこ

ろ、12 時 15 分ごろから頭痛や倦怠感、手足のしびれ等の症状が出たため、屋内で水分

補給や首元の冷却等を行い休んでいたが、症状が酷くなり歩行が困難になったことか

ら、救急車で搬送された。（建設業 20代女性 休業２週間） 

②午後３時ごろ、荷主先の屋外ヤードで荷の積み下ろし作業を行っていたところ、全身が

攣ってしまいその場から動けなくなり救急搬送された。（運輸交通業 30代男性 休業５日） 

③午後２時ごろ、日陰のない炎天下で交通誘導作業を行っていたところ、意識を失い左前

方に倒れ、顔面左側を擦傷、左肋骨を骨折した。（警備業 60代男性 休業２週間） 

④午前 11 時ごろ、調理室で給食調理作業を行っていたところ、異常な発汗や手足が攣る

症状が現れたため帰宅して休養していたが、発熱やしびれ、嘔吐などの症状が出て動け

なくなり救急搬送された。（商業（施設調理） 40代男性 休業７日） 
 

厚 生 労 働 省 
群 馬 労 働 局 発 表 
令和７年 10 月 31 日 
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【総  括】 

・熱中症に係る省令改正などにより、労使の関心は高かったものの、本年は非常に暑い日

が続き、群馬では近年８～12件程度である熱中症件数が、令和７年９月末現在の速報時

点で 35件と近年の倍以上の発生件数となっている。 

・35事案中 26事案で災害発生時の暑さ指数（ＷＢＧＴ値）※が 28℃（厳重警戒レベル）

以上であり、暑さ指数の測定・活用が予防対策の推進において極めて重要であることが

分かる。 

・発生時期を見ると、７月初旬ごろにＷＢＧＴ値が 28℃を超えた辺りから急激に件数が増

加している。 

・35 事案中 11 事案（約３割）が「屋内」環境で発生しており、平均気温の上昇などに伴

い、空調設備の非稼働や水分・塩分補給の不足等により、屋内でも容易に発生しうるこ

とにも留意する必要がある。 

・群馬労働局では、職場における熱中症の未然防止に向け、来期も引き続き、時機をとら

え早期からの意識啓発に努める所存である。 

 

（※ 災害発生場所の最寄りの観測地点によるＷＢＧＴ値（環境省：熱中症予防情報サイ

ト【https://www.wbgt.env.go.jp/】より）） 

 

 

資料１ 職場における熱中症による労働災害発生状況等について（群馬労働局内） 

資料２ 暑さ指数表 

資料３ 令和７年度 ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン 

資料４ 職場における熱中症を防ごう！！（群馬局版リーフレット） 

資料５ 職場における熱中症対策の強化について 
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職場における熱中症による労働災害発生状況等について（群馬労働局管内） 

 

１．発生状況の年別推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．令和６年・令和７年の業種別発生状況 （いずれも９月末速報値） 

年別 

業種別 
令和６年 令和７年 総計 

製造業 2 (3) 5 7 

建設業 2 (2) 7 9 

運輸交通業 1 (1) 9 10 

貨物取扱業  1 1 

農林業 2 (2)  2 

商業 5 (3) 5 10 

保健衛生業 0 (2)   

清掃と畜業  3 3 

警備業  2 2 

その他業種 0 (1) 3 3 

総計 12 (14) 35 47 

※令和６年の（ ）内の数字は確定値 

 

３．令和６年・令和７年の月別発生状況 （いずれも９月末速報値） 

年別 

月別 
令和６年 令和７年 総計 

5 月 1 (1) 2 3 

6 月 1 (3) 3 4 

7 月 4 (5) 14 18 

8 月 6 (5) 14 20 

9 月 0 (0) 2 2 

総計 12 (14) 35 47 

※令和６年の（ ）内の数字は確定値 
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４．令和６年・令和７年の曜日別発生状況 （いずれも９月末速報値） 

曜日別 日 月 火 水 木 金 土 総計 

令和６年 1 1 1(3) 3(4) 3(2) 2 1 12 (14) 

令和７年 0 8 8 11 3 2 3 35 

※令和６年の（ ）内の数字は確定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．令和６年・令和７年の発生時間帯別発生状況 （いずれも９月末速報値） 

発生 
時間別 

～8時台 9時台 10時台 11時台 12時台 13時台 14時台 15時台 16時台 17時台～ 

令和６年 2   1(2) 1(2) 1(0) 3(2) 3(5) 1  

令和７年 2  2 3 3 2 5 8 1 9 

※令和６年の（ ）内の数字は確定値 
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熱中症を防ごう!!
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分（ナトリウムなど）のバランスが
崩れ、体内の体温調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称で、めまい・失神、筋肉痛・
筋肉の硬直、大量発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・
手足の運動障害、高体温等のさまざまな症状が現れます。

群馬労働局管内で休業4日以上となった熱中症による死傷者は、製造業、運輸
交通業、商業で多く発生しています。
5月から9月に発生し、特に7月、8月で多く発生しています（令和２年から令和６
年の合計値）。

16
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13 14 14

R2 R3 R4 R5 R6

（人）
年別発生状況

熱中症の発生には、気象条件（気温・湿度・風通し）・健康状態が影響します。
また、熱中症は経験期間や年齢に関係なく発生しています。

5月 6月 7月 8月 9月 総計

製造業 2 3 6 10 1 22

建設業 3 3 6

運輸交通業 3 3 1 7

農林業 1 1 3 5

商業 1 4 5 1 11

保健衛生業 3 3

接客娯楽業 1 1

清掃と畜業 2 2

その他の事業 1 2 5 1 9

総計 3 10 19 30 4 66

   年代
経験
期間別

～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代～ 総 計

1年以内 4 2 7 9 5 27

1年超3年以内 3 3 2 3 4 15

3年超5年以内 1 1 1 3

5年超10年以内 1 2 1 2 6

10年超30年以内 1 4 7 12

30年超 1 2 3

総計 8 7 12 18 21 66
（資料：労働者死傷病報告（令和２年～令和６年））
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作業環境管理
・WBGT基準値を超え、または超える恐れのあ

る高温多湿作業場所には熱を遮る遮蔽物や

直射日光等を遮る簡易な屋根、

適度な通風を行うための設備等を

設けましょう

・休憩場所の整備を行いましょう

作業管理
・休憩時間の確保や熱への順化期間(暑熱

順化)を設けましょう

・水分と塩分の摂取を指導しましょう

・通気性の良い服装等の着用や、身体を冷

却する機能を持つ服の着用を検討しましょう

・プレクーリングを行い、休憩時間にも体温を

下げる工夫をしましょう

健康管理
・健康診断結果に基づく対応を徹底しましょう

・高温多湿作業場所で作業を行う労働者に

ついては、日常の健康管理について指導を行い、

健康状態について確認しましょう

労働衛生教育
・作業の管理者向け及び労働者向けに労働

衛生教育を実施しましょう

異常時の措置
・いったん作業を離れ、休憩しましょう

・症状に応じて救急隊を要請しましょう

・病院へ搬送されるまでは、

一人きりにしてはいけません

熱中症の予防対策

厚生労働省 群馬労働局 労働基準部 健康安全課

WBGT値(暑さ指数)の把握は熱中症予防の第一歩です！
JIS規格 「JIS Z 8504」 又は 「JIS B 7922」 に適合した

WBGT指数計を準備し、点検しましょう。

測定方法や測定場所の差異により、参考値は、実測したWBGT値よりも

低めの数値となることがあるため、直射日光下における作業、炉等の熱源の

近くでの作業、冷房設備がなく風通しの悪い屋内における作業については、

実測することが必要です。

なお、環境省、気象庁が発表している熱中症警戒アラートは、職場に

おいても、熱中症リスクの早期把握の観点から参考となるので確認しましょう。

(2025.4)職場における熱中症予防情報

熱中症予防管理者等の業務
・高温多湿作業場所の作業中の巡視を頻繁

に行いましょう

「学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！職場における熱中症予防情報」

https://neccyusho.mhlw.go.jp/ 

夏の「マスク着用」による熱中症に注意しましょう！
マスクを着用しているときは、知らず知らずのうちに水分補給を疎かにしがちです。

また、暑い日は特に、通常よりも息苦しさを感じやすくなります。

感染症予防等でマスクを着用する際は、普段より意識的に水分を補給し、

適度に休憩をとるなど、積極的に熱中症予防対策を行いましょう。

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/anzen_nettyusyo.html
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